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１．令和４年度ＰＰＰ／ＰＦＩ事業規模実績

事業規模目標
（令和4年度～令和13年度：10年間） 令和4年度

類型Ⅰ 公共施設等運営事業 7兆円 0.3兆円

類型Ⅱ 収益型事業 7兆円 1.1兆円

類型Ⅲ 公的不動産利活用事業 5兆円 1.3兆円

類型Ⅳ その他PPP/PFI事業
(サービス購入型PFI事業等) 7兆円 1.2兆円

アクションプランに掲げる取組
の強化 ４兆円 類型Ⅰ～Ⅳに

含まれる

合計 30兆円 3.9兆円

 当該年度に契約締結した事業から見込まれる民間事業者の契約期間中の売上を一括計上。合計は小数第2位を四捨五入している関係で差異あり。
 類型Ⅰは4件（三浦市公共下水道、新秩父宮ラグビー場、等々力緑地、五個荘商人屋敷）で0.3兆円。

3

：大規模事業分
（1,000億円以上）

H27：
1件
50,000億円

H28：
3件
7,700億円

H29：
1件
1,800億円

H30：
3件
31,000億円

R1：
2件
27,000億円

R2：
2件
4,700億円

R3：
1件
1,600億円

R4：
4件
10,500億円

○令和４年度のPPP/PFI事業規模実績は3.9兆円。
○1,000億円以上の大規模事業の契約件数が４件で計約１兆円あり、事業規模を押し上げる要因となった。
○類型Ⅰの公共施設等運営事業（コンセッション）の契約件数は、４件で0.3兆円であり、引き続き案件形成の推進が必要。



２ー１．ＰＦＩ事業数の推移
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（令和5年3月31日現在）

（注）事業数は、内閣府調査により実施方針の公表を把握しているPFI法に基づいた事業の数であり、サービス提供期間中に契約解除又は廃止した事
業及び実施方針公表以降に事業を断念しサービスの提供に及んでいない事業は含んでいない。

○令和４年度に実施方針を公表した PFI 事業数は 69 件、契約金額は6,965億円。
○このうち、公共施設等運営権（コンセッション）方式の活用を前提とした事業数は１件。
○平成 11 年度から令和４年度までに実施方針を公表した累計の PFI 事業数は 1,004件（このうち、公共施設等運営事業数は 48 件）。

実施方針公表件数（単年度）※右軸実施方針公表件数（累計）※左軸



２－２．ＰＦＩ事業の契約金額の推移
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（令和5年3月31日現在）

（注１）契約金額は、実施方針を公表した事業のうち、当該年度に公共負担額が決定した事業の当初契約金額を内閣府調査により把握しているものの
合計額であって、公共施設等運営権方式における運営権対価は含んでいないなど、PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年6月2日民間資金等
活用事業推進会議決定）における事業規模と異なる指標である。

（注２）グラフ中の契約金額は、億円単位未満を四捨五入した数値。

契約金額（単年度）※右軸契約金額（累計）※左軸



２－３．公共施設等運営事業数の推移
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（令和5年3月31日現在）

（注）事業数は、内閣府調査により実施方針の公表を把握しているPFI法に基づいた事業の数であり、サービス提供期間中に契約解除又は廃止した事
業及び実施方針公表以降に事業を断念しサービスの提供に及んでいない事業は含んでいない。

実施方針公表件数（累計）うち公共施設等運営事業※左軸
実施方針公表件数（単年度）うち公共施設等運営事業※右軸



年度
(実施方針)

事業名

令和2年度 大阪市工業用水道特定運営事業等 工業用水
愛知県新体育館整備・運営等事業 スポーツ施設
愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業 その他
三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業 下水道
吉川小学校跡地の公共施設等運営事業 その他
米原市観光・レクリエーション関連2施設に係る公共施設等運営事業 その他
グラスハウス利活用事業 スポーツ施設

令和3年度 新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業 スポーツ施設
吉川小学校跡地の公共施設等運営事業 その他
石狩市厚田マイクログリッドシステム運営事業 その他
五個荘近江商人屋敷外村宇兵衛邸管理運営事業 文化・社会教育施設
等々力緑地再編整備・運営等事業 スポーツ施設

令和4年度 浜崎伝建地区町家モデル施設の運営事業 文化・社会教育施設

年度
(実施方針)

事業名

平成25年度 （仮称）国立女性教育会館公共施設等運営事業 その他
平成26年度 但馬空港運営事業 空港

仙台空港特定運営事業 空港
関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等 空港

平成27年度 愛知県有料道路運営等事業 道路
浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業 下水道

平成28年度 みなとみらい２１中央地区20街区ＭＩＣＥ施設運営事業 MICE
高松空港特定運営事業等 空港
神戸空港特定運営事業等 空港
（仮称）旧奈良監獄の保存及び活用に係る公共施設等運営事業 文化・社会教育施設
福岡空港特定運営事業等 空港

平成29年度 愛知県国際展示場コンセッション MICE
富士山静岡空港特定運営事業等 空港
田川市芸術起業支援施設運営事業 その他
鳥取県営鳥取空港特定運営事業等 空港
有明アリーナ管理運営事業 スポーツ施設
大津市ガス特定運営事業等 その他
熊本空港特定運営事業等 空港
（仮称）須崎市公共下水道等運営事業 下水道
北海道内国管理４空港特定運営事業等 空港
女満別空港特定運営事業等 空港
旭川空港運営事業等 空港
帯広空港運営事業等 空港

平成30年度 田川伊田駅舎施設運営事業 その他
南紀白浜空港特定運営事業等 空港
沖縄科学技術大学院大学規模拡張に伴う宿舎整備運営事業 大学施設等
大阪中之島美術館運営事業 文化・社会教育施設
旧苅田家付属町家群を活用した施設の管理運営事業 その他
鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業 公営水力発電
広島空港特定運営事業等 空港

令和元年度 みなとみらい公共駐車場運営事業 その他
宮崎白浜オートキャンプ場施設運営事業 その他
但馬空港運営事業 空港
熊本県有明・八代工業用水道運営事業 工業用水
宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）水道、下水道、工業用水

２－３．公共施設等運営事業数の推移（内訳）

※ ハイライト部分はPPP/PFI推進アクションプランの重点分野

分野別集計 件数

空港 16
水道、下水道、工業用水 1
下水道 3
道路 1
スポーツ施設 5
文化・社会教育施設 4
大学施設等 1
MICE 2
公営水力発電 1
工業用水 2
その他 12
合計 48

7



３．地方公共団体の種別・規模別のＰＦＩ実施状況

市区町村
（人口20万人以上）
実施団体:48→72
件数:68件→188件

都道府県

実施団体:28→38
件数:99→181件

政令市

実施団体:19→19
件数:60件→138件

平
成
25
年
3
月
31
日
時
点

令
和
５
年
3
月
31
日
時
点

総団体数:47 総団体数:20 総団体数:112

5～9件, 1団体3～4件, 5団体
2件, 5団体

1件, 37団体

0件, 65団体

10件以上, 2団体

5～9件, 5団体

3～4件, 5団体

2件, 4団体

1件, 12団体

0件, 19団体

5～9件, 3団体

3～4件, 5団体

2件, 8団体

1件, 3団体

0件, 1団体

※平成25年3月末時点と令和5年3月末時点との比較

市区町村
（人口10万人-20万人）

実施団体:33→70
件数:41件→109件

総団体数:149

3～4件, 1団体 2件, 6団体

1件, 26団体

0件, 116団体

市区町村
（人口10万人未満）
実施団体:61→200
件数:78件→232件

総団体数:1,460

3～4件, 5団体 2件, 7団体

1件, 49団体

0件, 1,399団体

10件以上, 5団体

5～9件, 6団体

3～4件, 7団体

2件, 9団体

1件, 11団体

0件, 9団体

10件以上, 5団体

5～9件, 9団体

3～4件, 3団体

2件, 1団体

1件, 1団体 0件, 1団体 10件以上, 2団体 5～9件, 9団体

3～4件, 17…

2件, 13団体

1件, 31団体

0件, 40団体

5～9件, 3団体

3～4件, 18団体

2件, 22団体

1件, 157団体

0件, 1260団体

5～9件, 2団体 3～4件, 8団体

2件, 15団体

1件, 45団体

0件, 79団体

○地方公共団体が実施するPFI事業は、平成24年度末と令和４年度末の比較で、件数(346件→848件)、実施団体(189団体→399団体)
ともに、10年間で着実に増加。

○人口20万人未満の地方公共団体（1,609団体）のうち、PFI実施団体は２割弱（270団体）であり、小規模な地方公共団体における
PFI実施に資する更なる支援が必要。

8



４．ＰＦＩ事業における地域企業の参画状況（令和４年度）

9

○PFIを通じた地域経済社会の活性化に向けては、地域企業など地域における多様な主体の参画と連携が効果的。
○令和４年度に契約締結されたPFI 41事業*1のうち、
・地域企業*2が参画している事業 ： 95%（39/41件）
・地域企業が代表企業として参画している事業 ： 56%（23/41件）

○ ／○社：選定されたコンソーシアムにおける、地域企業数／全構成企業数

：地域企業が参画し、かつ、代表企業になっている事業
：地域企業が参画しているが代表企業になっていない事業
：地域企業が参画していない事業

<凡例>

*1 以下の事業を除く
・事業主体が国等
・コンセッション方式
・事業地点が東京23区並びに埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、

      京都府、大阪府及び兵庫県の政令指定都市
*2 地域企業とは、当該事業を実施する都道府県に本社が所在する企業

令和４年度に契約締結されたPFI事業における分野・事業規模ごとの地域企業の参画状況

文化社会教育
(学校施設、集会施設、ｽﾎﾟｰﾂ施
設等)

医療・福祉
(病院・診療所、児童福祉施設等)

環境衛生
(斎場、廃棄物処理施設等)

経済地域振興
(ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ施設、観光・地域振興
施設、住宅、公園等)

契約金額（落札金額）
事業規模

分野 10億円未満 100億円以上

６／７社 ２／９社 ３／６社

２／５社

５／５社 ３／６社 ３／４社 ４／４社

２／３社

２／４社 ２／４社 ３／５社 ２／７社 ２／５社

５／５社 ３／７社

４／７社 １／７社 ３／７社

４／５社

２／２社 ２／４社

１／７社 ３／３社 ４／５社 ５／５社

３／３社

９／９社

１／２社４／５社１／４社

３／５社 ２／５社 ６／６社

０／４社

０／３社１／１社

３／３社

５／９社

１／２社

７／９社



５ー１．ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームの設置状況

〇PPP/PFI地域プラットフォームとは、地域の行政、金融機関、企業、大学等の関係者が集い、PPP/PFI事業のノウハウ取得や官民対話等の情報
交換の場である。

〇PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）において、令和８年度までに地域プラットフォームの全都道府県への展開を図ることとしている。
〇都道府県別の地域プラットフォームの設置状況は、設置済みが38都府県、未設置が９道県であり、地域プラットフォームの設置率は、80.9％
である。（令和６年２月末現在）

凡例
地域プラットフォーム令和４年度までに設置（３６）
地域プラットフォーム令和５年度設置（２）
 地域プラットフォーム未設置（９）

（令和６年２月末現在） 10



No. 協定PPP/PFI地域プラットフォーム名称

1 川崎市PPPプラットフォーム

2 横須賀PPP/PFI地域プラットフォーム

3 とやま地域プラットフォーム

4 いしかわPPP/PFI地域プラットフォーム

5 ふくい地域プラットフォーム

6 ぎふPPP/PFI推進フォーラム

7 静岡市PPP/PFI地域プラットフォーム

8 みえ公民連携共創プラットフォーム

9 淡海公民連携研究フォーラム

10 京都府公民連携プラットフォーム

11 和歌山県官民連携プラットフォーム

12 鳥取県PPP／PFI推進地域プラットフォーム

13 広島県PPP/PFI地域連携プラットフォーム

14 山口地域PPP/PFI官民連携プラットフォーム

15 徳島県PPP/PFIプラットフォーム

16 高知県PPP/PFI県域連携プラットフォーム

17 北九州地域PPP/PFI官民連携プラットフォーム

18 長崎県PPP/PFI地域プラットフォーム

19 熊本市公民連携プラットフォーム

20 宮崎県・地域ＰＰＰプラットフォーム

21 沖縄地域PPP/PFIプラットフォーム

No. 協定PPP/PFI地域プラットフォーム名称

22 やまなしPPP/PFI地域プラットフォーム

23 ふじのくに官民連携実践塾

24 佐世保PPPプラットフォーム

25 おおいたPPP/PFI地域プラットフォーム

26 あおもり公民連携事業研究会

27 かがわPPP/PFI地域プラットフォーム

28 あきた公民連携地域プラットフォーム

29 群馬県PPP/PFIプラットフォーム

30 横浜PPPプラットフォーム

31 福山市公民連携事業推進プラットフォーム

32 愛媛PPP/PFI地域プラットフォーム

1516

20

19
18

14 1
3

12

11

8

10
9

5
4 3

6

7

1
17

2

21

22

2324

25

26

27

28

29

30

31

32

５ー２．協定ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームの運営状況

※令和5年3月31日現在

〇内閣府及び国土交通省は、地方公共団体を始め地域の関係者のPPP/PFI事業の具体の案件形成を促進するため、PPP/PFI地域プラット
フォームの代表者と協定を結び、活動を支援している。

〇協定PPP/PFI地域プラットフォーム32団体のうち、令和４年度実績で、30団体（93.8％）が講習会や官民対話等の取組を実施、20団
体（62.5％）が官民対話等の具体の案件形成に関する取組を実施した。地域プラットフォームを形成した年度は主に講習会を開催して機運
の醸成を図り、翌年度以降に官民対話を実施して具体の案件形成に取り組む傾向にある。

〇一方、直近３か年連続で継続的、安定的に官民対話を実施した団体は13団体（40.6％）に留まっており、継続的、安定的に官民対話を
実施していない団体も多数存在している。

11



６．優先的検討規程の策定・運用状況

12

○R5.3末時点の優先的検討規程の策定・運用状況

〇人口20万人以上の地方公共団体に対して、速やかな優先的検討規程の策定を要請。
⇒（進捗状況）令和４年度末現在で市区について77.7% 

〇人口10万人以上20万人未満の地方公共団体に対して、令和５年度までの規程の策定を要請。
⇒（進捗状況）令和４年度末現在で市区について28.2% 

〇優先的検討規程に基づくＰＰＰ／ＰＦＩ事業の検討を実施した団体数について、令和６年度までに334団体とする。 
⇒（進捗状況）令和４年度末で１83団体

〇令和５年９月から12月にかけて、人口10万人以上の市区のうち、規程未策定で策定作業に着手していない団体または策定意向のない
団体、計59団体全てに対して個別対話を実施し、規程の必要性を説明し規程の策定に関する意向を把握したところ、そのうち14団体は、
今年度以降に規程を策定する意向を示した。

〇規程未策定の団体に対しては、引き続き個別対話等を実施して規程の策定を要請する。

「PPP/PFI実施状況アンケート調査（令和５年12月 内閣府）」より

○アクションプランへの対応状況



○PPP/PFI専門家派遣制度とは、PPP/PFI事業に取り組む地方公共団体等を支援するため、専門的知⾒、ノウハウ、経験を持つ専門家を派遣
し、その派遣費用（旅費、謝金）を内閣府が負担する制度。

○平成23年度からコンサルタントを派遣することにより、制度運用を開始した。令和３年９月には行政実務に精通する地方公共団体職員、令和
４年７月にはPFI推進機構職員の派遣を開始して制度運用している。

○相談内容は、PPP/PFI制度概要・事例紹介、事業手法（具体案件）、庁内推進体制の構築や検討ルールの整備、庁内合意形成、議会対
応など多岐に渡っている。

○制度運用開始以降、令和6年1月末現在で延べ476件の専門家派遣を実施（令和５年度については、派遣申込件数含む）。
特に、令和3年度以降は相談件数が急増しており、PPP/PFIに対するニーズが窺える。

○派遣を受けた地方公共団体等の９割以上から「質疑は的確・適切であった」、「必要な情報が得られた」との評価を得ている。（アンケートの有
効回答数は34件）

７．ＰＰＰ／ＰＦＩ専門家派遣数の推移

PPP/PFI専門家派遣数の推移

専門家による
質疑応答の適切性

必要な情報の入手
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Ⅱ．令和５年度の主な取組
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１．各種ガイドラインの改正

２．ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の多様な効果に関する手引き・事例集策定

３．スタジアム・アリーナに関するコンセッション事業活用ガイドライン改定

４．ＰＰＰ／ＰＦＩ事業優良事例表彰の創設

５．ＰＰＰ／ＰＦＩに係る広報活動



国会審議における指摘事項等 ガイドライン改正事項
１．労働条件
ＰＦＩ事業において、労働者の賃金等の労働条件が悪化しないよ
うにすべき。

契約ガイドラインに、労働関係法令を遵守し、社会保険料等の
適正な積算を行うことが必要である旨を追記。

２．地域企業参画

ＰＦＩ事業において、地域のまちづくりの中核を担う地域企業が
参画しやすいようにすべき。

プロセスガイドラインに、民間事業者の募集時の基本的な考え
方の一つとして、入札時の評価項目に地域企業の参画の有無等
を取り入れるといった工夫が想定される旨を追記。

３．災害時利用

ＰＦＩ事業の対象施設（体育館等）について、災害時の避難所等
として確実に利用できるようにすべき。

プロセスガイドラインに、ＰＦＩ事業の対象施設は、公共性が
高いものであるため、各施設の用途を踏まえ、災害時の被災者
の受入れ等に活用できることが望ましい旨を追記。

４．会計検査院報告
国が実施するＰＦＩ事業のＶＦＭが大きく算定されていた可能性
があることから、今後実施されるＰＦＩ事業において、より適切
にＶＦＭ評価が行われるよう、ＶＦＭガイドラインの改定等に
ついて検討すべき。（令和３年５月会計検査院報告）

ＶＦＭガイドラインに、会計検査院報告を踏まえ、公共が実施
した場合の公的財政負担の見込み額を適切に捉える観点から、
過去の類似施設の落札価格等を基に算定することが想定される
旨を追記。

５．実施方針の変更手続

令和４年ＰＦＩ法改正により創設された実施方針の変更手続につ
いて、適切な運用がなされるよう、制度の詳細を整理することが
必要。

運営権ガイドラインに、ＰＦＩ法改正により設けられた実施方
針の変更提案に基づく変更手続について、設定された運営権の
運営等の内容から逸脱したり、施設の立地（住所）に変更が生
じたりしないよう留意する旨を追記。

１．各種ガイドラインの改正（１）

〇プロセス・ＶＦＭ・契約・運営権ガイドラインについて、令和４年ＰＦＩ法改正の国会審議における指摘等を踏まえて改正。
〇ＰＦＩ推進委員会での審議を経て、令和５年６月２日に、ＰＦＩ推進会議（全大臣）で決定。

15



１．各種ガイドラインの改正（２）

※ 契約ガイドライン  ： 契約に関するガイドライン －PFI事業契約における留意事項について－
 プロセスガイドライン  ： PFI事業実施プロセスに関するガイドライン
 ＶＦＭガイドライン  ：   VFM（Value For Money）に関するガイドライン
 運営権ガイドライン  ： 公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン

（１）労働関係法令の遵守について
ＰＦＩ事業は長期に及ぶものであるとともに、通常はＳＰＣから各業者に業務を委託するものであるため、適切に人件費

等を見積もるといった労働環境の整備が求められる。
そのため、労働関係法令を遵守し、社会保険料等の適正な積算を行うことが必要である旨を追記する。

ＰＦＩ法改正案の国会審議や附帯決議を踏まえ、契約ガイドライン及びプロセスガイドラインの改正を行う。

※対応箇所 ： 【契約ガイドライン「１． 事業全体にかかる事項」の「２．ＰＦＩ事業契約書作成に関する法令等上の留意点」】

１．国会審議・附帯決議関係

（２）地域企業の参画促進について
地域企業、とりわけ中小企業の参画が促進されるよう、民間事業者の募集時の基本的な考え方の一つとして、

落札時の評価において、地域企業の参画の有無、地域企業への業務発注、地域経済への貢献等を取り入れるといっ
た工夫が想定される旨を追記する。

（３）災害等の緊急時の施設利用について
ＰＦＩ事業の対象施設は、公共性が高いものであるため、各施設の用途を踏まえ、災害時の被災者の受入れ等に活用

できることや、事前調整の上で公的行事のために活用できることについて示しておくことが望ましい旨を追記する。

※対応箇所 ： 【プロセスガイドライン４－１】

※対応箇所 ： 【プロセスガイドライン４－１】
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「国が実施するPFI事業について」（令和３年５月会計検査院随時報告）や、それを踏まえて実施したＶＦＭ算定
に関する実態調査の結果を踏まえ、VFMガイドラインの改正を行う。

２．会計検査院報告を踏まえた対応関係

（１）会計検査院報告を踏まえた対応について

• コンセッション以外の独立採算型・混合型事業のVFM算定方法を明確にすべきという指摘を踏まえ、コンセッションと
同様に、総収入と総支出の差を用いて算定する方法（運営権ガイドラインに記載）によることが望ましい旨を追記する。

• PFIの公的財政負担の見込み額には入札による下落（＝競争の効果）が反映されているが、従来方式には反映され
ていないことによりVFMが過大に見積もられているという指摘を踏まえ、従来方式の見込み額について過去の類似施

設の落札価格等を基に算定する方法（地方公共団体で多く採用）を追記する。→P.19参照

• 実際の金利情勢を十分に考慮し割引率を設定すべきという指摘への対応として、現行でもリスクフリーレートの採用
が適当である旨記載しているが、具体的に、事業期間に近い長期国債の利回りを採用する方法がある旨を追記する。

（２）VFM算定の実態調査を踏まえた割引率に関する改正について

• 近年の物価上昇傾向や、長期国債の利回りに係るマーケットの状況を踏まえ、割引率として用いる長期国債の利回
りに期待物価上昇率を勘案することが想定される旨を追記する。

• リスクフリーレート採用の前提であるリスク調整が実務上困難であることを踏まえ、PFIの公的財政負担の見込額につ
いてリスクプレミアムを加味した割引率を用いる手法（運営権ガイドラインに記載）を追記する。
また、直接の推計が困難なリスクの期待値の見合いとして、利払い費用の差やSPC関連費用を勘案することが想定
される旨を追記する。

※対応箇所 ： 【VFMガイドライン一２、二２、四３（２）】

※対応箇所 ： 【VFMガイドライン四１、四３（３）（４）】

１．各種ガイドラインの改正（３）
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入札時等の民間事業者の質問に対する管理者等からの回答について
契約書案の公表後の官民対話や質疑において、民間事業者からの公平なリスク分担（物価変動や違約金規定等）を

目的とした意見に対して、管理者等が建設的な回答を行うようにしてほしいとの意見を踏まえ、民間事業者からの質問
や意見に対し、回答の結論のみならず結論に至った理由等を提示することが望ましい旨を追記する。

アクションプランに基づき、令和４年８月に各業界団体を通じ民間事業者等からＰＰＰ／ＰＦＩの制度・運用に係る
意見・提案を募集した結果を踏まえ、プロセスガイドラインの改正を行う。

４．民間事業者からの意見・提案関係

※対応箇所 ： 【プロセスガイドライン４－１】

適切な文書管理について

ＰＦＩ事業終了後の適切な次期事業への引継ぎが重要であることに加え、令和４年改正の行政文書ガイドラインにおい
て、委託事業等に際し行政機関が国民への説明責任を果たすために必要な文書を適切に管理すべき旨が追記された
ことを踏まえ、施設の修繕履歴や事業監視（モニタリング）等に関する文書について、適切に事業者から取得・管理する
ことが必要である旨を追記する。

※対応箇所 ： 【プロセスガイドライン６】

次期事業への引継ぎや国民への説明のため、ＰＦＩ事業に関する文書の適切な管理が必要であることを踏まえ、
プロセスガイドラインの改正を行う。

５．ＰＦＩ事業に関する文書関係

実施方針の変更提案に基づく変更の範囲について

変更提案に基づく変更は、実施方針に定める事項のうち規模又は配置に関する事項のみ変更が可能とされているこ
とや、設定された運営権の運営等の内容から逸脱することにより、運営権の同一性を維持できなくならないよう留意する
ことなど、手続の適用範囲や留意事項について追記する。

※対応箇所 ： 【運営権ガイドライン１２－２】

令和４年12月のPFI法改正により、実施方針の変更提案に基づく変更制度が創設されたことを踏まえ、運営権
ガイドラインの改正を行う。

３．実施方針の変更提案に基づく変更関係

１．各種ガイドラインの改正（４）
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改正後現行

ＰＦＩ

（参考）ＶＦＭガイドライン改正の概要（競争の効果の反映）

入札による下落

公
的
財
政
負
担
の
見
込
額

従来方式
VFM 公

的
財
政
負
担
の
見
込
額

従来方式

ＰＦＩ

VFM
入札による下落

競争の効果反映

基本設計を踏まえ
予算単価を

積み上げて算定

過去の類似施設の
落札価格を基に算定※

○事業期間を通した公的財政負担の見込額について、従来方式よりPFIの方が低くなる場合には、
VFM（Value for Money）があると言い、PFI事業として実施することが適当であるとされている。

○令和３年の会計検査院報告において、事業者選定時のPFIの見込み額は落札価格を基に算定される
ため、入札による価格下落という競争の効果が反映されているが、従来方式の見込み額については
入札による価格下落が想定されておらず、VFMが過大に見積もられているとの指摘あり。

⇒従来方式の見込み額について、競争の効果を反映したものとなるよう、過去の類似施設の落札価格
等を基に算定する方法を明記。

＜事業者選定時のVFM算定＞

※地方公共団体の多数の事例で行われているように、
 特定事業選定時にこの方法で算定することを原則とする。
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２．ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の多様な効果に関する手引・事例集策定（令和５年９月）

多様な効果の事例紹介多様な効果手引･事例集の着眼点
06 桑名市図書館等複合公共施設特定事業 

（三重県桑名市） 
文教施設 
複合施設 

 
桑名市は、中心市街地の活力低下が⾒られるとともに、教育文化施設、福祉施設等の老朽化・狭隘化により多様化する
市民ニーズへの対応が求められていた。本事業は、旧図書館と比較し規模が増大し人材確保が困難であったこと等から、運
営業務を民間に委ねることで、多様なサービスニーズへ対応し専門性の高いサービス提供を行うことを目的にPFI手法を導入。
有資格者数の増加や新技術導入により、想定を上回る入館者数、貸出冊数等の効果を実現、併設した独立採算事業
のカフェも人気があり、中高生の利用も多いことから中心市街地活性化に寄与している。  

PPP/PFI導入の効果 
VFM 特定事業選定時 5.5％～12.5％ 契約時 22.0％ 
公共 
サービス 
水準 

サービス・ 
利便性向上 

入館者数（図書館） 
貸出冊数（図書館） 

従前 25万人/年（H12） 
21万冊/年（H12） 

従後 50万人/年（H30） 
75万冊/年（H30） 

有資格者数 従前 司書1人（H12） 従後 司書21人（H30） 
迅速・柔軟な 
対応 

図書等不明簿価率 従前 簿価総額 0.3％ 
（H12） 

従後 簿価総額 0.0304％ 
（H30） 

開館時間の延長 従前 午前9時～午後5時 
（木曜は午後7時） 

従後 午前9時～午後9時 

行政職員の 
事務負担軽減 

事務作業の軽減 
（図書館の運営、資料・ 
備品等の購入・管理等） 

従前 行政が実施 従後 事業者が実施 
（規模増大・専門性への対応） 

経済的 
価値 

地方創生 地域雇用の創出 
（市内雇用者割合） 

スタッフの50％程度は地域雇用 

社会的 
価値 

新たな政策課題 新技術の導入 民間提案によるICタグ、自動化書庫、自動貸出機の導入 
（カウンター業務の省力化、ブライバシー保護に寄与） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業概要 
事業主体 三重県桑名市 
人 口 140,134人（令和4年1月1日） 
事業方式  PFI（BOT）、混合型 
事業期間  32年（維持管理・運営期間 30年） 
施設規模  延床面積 約8,150㎡ 
契約金額  約116億円（税抜） 
施設概要  中央図書館、中央保健センター（平成30年移転、地

域コミュニティ局入居）、勤労青少年ホーム（平成27
年廃止、人権センター入居）、多目的ホール、生活利
便サービス施設、託児所、駐車場、駐輪場 

S PC の 
構成企業  
 

代表企業 鹿島建設㈱ 
構成企業 ㈱佐藤総合計画、㈱図書館流通セン

ター、セントラルリース㈱、積村ビル管理
㈱、㈱三重電子計算センター  

事業経緯  平成13年６月 
平成13年11月 
平成14年４月 
平成14年６月 
平成16年10月 

実施方針等の公表 
入札説明書等の公表 
落札者の決定 
契約締結 
供用開始 
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果
の
指
標
及
び
評
価

効
果
把
握
の
対
象
範
囲

•ローカルPFIの考え方や多様な効果指標の指標連動方式
への活用方法についても提示。 20

•ＰＦＩは、これまで効率的・効果的な公共サービスの提供手
法として、主に財政負担縮減（VFM）が重視される傾向。

•地域経済・社会に貢献するローカルPFI の確立と普及
のため、財政負担縮減のみならず、持続可能な地域・経済
社会の実現に関する多様な効果の把握し、ＰＰＰ／ＰＦ
Ｉ事業の多様な効果を定量的に評価できるよう手引・事例
集として整理した。



３．スタジアム・アリーナに係るコンセッション事業活用ガイドライン（R4.12策定、R5.12改定）

ガイドラインの構成

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

はじめに
●ガイドライン策定の趣旨や目的 ●ガイドラインの位置づけや他のガイドライン等との関係性
●用語定義（PFI事業等に馴染みのない担当者等も想定し幅広く記載）

スタジアム・アリーナ改革とコンセッション
●コンセッション手法の活用意義やメリット（官民の視点、eスポーツ等の活用）
●コンセッション手法による官民連携及び整備と運営の一体的な検討・実施の意義 ●本ガイドラインの論点と構成

事業化検討段階
●スタジアム・アリーナ改革を踏まえ、事業化検討段階の4つの要件、検討すべき15の論点を整理
●迅速な事業化手続の工夫やスケジュールを示し、PFI手法等の時間的制約にかかる障壁を緩和
●多様なスポーツに加え、エンタメ興行の具体的な利用を想定した施設規模・機能等の考え方を例示（R5年拡充）

公募準備段階
●実施方針・要求水準書等の作成・公表時に留意すべきポイントを提示
●民間事業者のノウハウを活用し、スタジアム・アリーナの役割や機能を維持向上させるための契約内容や審査する際の留意点を提示。

資料編
●入札・公募資料のひな型、関連する指針・ガイドライン・マニュアル、スポーツ関連で定められた施設基準等の概要を一覧で紹介。

導
入
編

実
務
編

資
料
編

〇収益性を高める可能性のあるイベント主催企業に対し、スポーツ・文化施設（スタジアム・アリーナ・ホール）を活用したコンセッション事業への参
画についてヒアリングを実施。

〇事業への参画に当たり、施設整備、イベント運営等の観点から多くの意⾒・提案があったため、スタジアム・アリーナの収益力向上の観点から、
エンターテイメントコンテンツごとの特徴を踏まえた施設に求められる規模・機能等の考え方を、ガイドラインに追記。
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４．ＰＰＰ／ＰＦＩ事業優良事例表彰の創設

○PPP/PFI推進アクションプランに基づき、内閣府特命担当大臣による表彰制度を新設し、令和６年１月から公募を実施。
※PPP/PFI事業の先導的な優良事例等を表彰し、以て推進の機運醸成を図ることを目的とする。
※内閣府において１次選考を実施した後、選考委員会による評価項目に基づく審査・選考を経て表彰。

○内閣府特命担当大臣等による第一回表彰式を令和６年６月頃に開催する予定。

参考：「PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）」

２．ＰＰＰ／ＰＦＩの推進施策

（２）地方公共団体等の機運醸成、ノウハウの蓄積、案件形成に向けた積極的な支援

ＰＰＰ／ＰＦＩが自律的に展開する基盤の形成に向けて、優先的検討規程の策定・運用の支援とともに、優良事例の表彰など機

運醸成に資する取組を促進する。

ⅲ）首長、地方議会等の機運醸成に向けた情報提供等

④ ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の中から先導的な優良事例等を選定し、国が表彰する制度を創設する。（令和４年度開始）<内閣府>

【表彰効果】 自治体・民間の更なる創意工夫、活用地域の拡大、活用対象の拡大

【表彰の種類】 大臣賞（内閣府特命担当大臣表彰 各部門１件）
優秀賞（内閣府政策統括官（経済社会システム担当）表彰 各部門１件程度）
特別賞（選考委員会表彰 各部門１件程度）

【表彰部門】 人口２０万人以上の地方公共団体、国等で事業化された事例部門
人口２０万人未満の地方公共団体で事業化された事例部門

【表彰対象】 PPP/PFI事業及びその事業契約等の契約主体（地方公共団体等及び民間事業者）
※公共施設等の供用開始後あるいは維持管理・運営等開始後の事業が対象
※連名による応募のみ

【評価項目】 先導性、汎用性、継続性、有効性

【第一回表彰】 応募期間：令和６年１月31日（水）～令和６年３月29日（金）正午
表 彰 式 ：令和６年６月頃
※特別賞は「分野横断型・複数施設型及び広域型の取組」に関するPPP/PFI事業を優先して選考

掲載先URL：https://www8.cao.go.jp/pfi/hyosho/yuryojirei_index.html
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５．ＰＰＰ／ＰＦＩに係る広報活動

○ＰＰＰ/ＰＦＩを国民、地方公共団体、民間企業等に広く周知するため、政府広報、寄稿、講演など積極的な広報活動を実施。
・全国の地方紙68紙にPFIに関する政府広報を実施（R6.1.31)。
・アクションプラン重点分野の主要プロジェクトの概要を内閣府HPに公表（次頁）。
・専門紙・業界紙、雑誌などへの寄稿を実施。
・約60カ所(自治体、民間企業、業界団体等)において講演を実施。

＜参考＞政府広報について
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〇PPP/PFI推進アクションプランにおける重点分野(空港、水道、下水道、道路、スポーツ施設、文化・教育施設、大学施設、公園、MICE施設、
公営住宅、クルーズ船向け旅客ターミナル施設、公営水力発電、工業用水道)における主要なプロジェクトを内閣府HPにて公表。

（参考）アクションプラン重点分野における主要プロジェクトの公表

18

21,22,23

24

1417 5

9
10

1

6,7,8

16

2,3,4

11,12,13

15

19

20

*民間資金等活用事業推進機構 支援決定先

No. 分野 プロジェクト名称

1 公園施設
代官山公園官民連携型賑わい拠点創出事
業

2 空港 仙台空港の運営委託*

3
水道

下水道
工業用水道

宮城上工下水一体官民連携運営事業

4 大学施設
東北大学（片平）情報通信国際共同研究拠
点施設整備事業*

5
水道

下水道
守谷市上下水道包括運営

6 ＭＩＣＥ施設
みなとみらい２１中央地区２０街区MICE施
設運営事業パシフィコ横浜ノース

7 公営住宅 神奈川県営追浜第一団地建替事業

8 下水道 三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業

9 スポ―ツ施設富山市総合体育館改修運営事業

10 公園施設 山代スマートパーク整備事業

11 スポーツ施設 愛知県新体育館整備・運営等事業

12 大学施設
名古屋大学（東山）地域連携グローバル人
材拠点施設整備事業

13 ＭＩＣＥ施設 愛知県国際展示場運営事業

14
文化・社会
教育施設

五個荘近江商人屋敷外村宇兵衛邸管理運
営事業

15
文化・社会
教育施設

大阪中之島美術館の運営事業

No. 分野 プロジェクト名称

16 道路
国道2号 神戸三宮駅交通ターミナル特定
運営事業

17 スポーツ施設 津山市グラスハウス利活用事業

18 公営水力発電
鳥取県水力発電施設の改修及び
運営等事業*

19
文化・社会
教育施設

萩市浜崎伝建地区町家モデル施設
運営事業

20 空港 高松空港の運営委託*

21 空港 熊本空港の運営委託*

22 工業用水道
熊本県有明・八代工業用水道運営
事業*

23
クルーズ船向け
旅客ターミナル

施設

八代港における国際旅客船拠点形
成事業

24 公園施設
佐世保市中央公園整備及び管理
運営事業*

URL:https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/jireishuu/jireishuu_index.html 24



１．５年件数目標、事業件数10年ターゲット

２．重点分野における主な事業（令和５年度）

３．令和6年度当初予算案（代表的なもの）

25

Ⅲ．重点分野の進捗状況



１．５年件数目標、事業件数10年ターゲット

26

分野
事業件数

１０年ﾀｰｹﾞｯﾄ
令和４年度末
（１年目）

令和５年度末
（２年目）

合計 ５７５
７３

（１３％）
１３２

（２３％）

空港 １０
０

（０％）
２

（２０％）

水道 １００
３

（３％）
５

（５％）

下水道 １００
２

（２％）
３

（３％）

道路 ６０
１０

（１７％）
２２

（３７％）

スポーツ
施設

３０
８

（２7％）
１８

（６０％）

文化・社会
教育施設

３０
５

（１７％）
６

（２０％）

大学施設 ３０
２１

（７０％）
２９

（９７％）

公園 ３０
３

（１０％）
９

（３０％）

MICE施設 ３０
４

（１３％）
５

（１７％）

公営住宅 １００
１６

（１６％）
２５

（２５％）

クルーズ船向け
旅客ターミナル

１０
１

（１０％）
３

（３０％）

公営
水力発電

２０
１

（５％）
２

（１０％）

工業用水道 ２５
１

（４％）
３

（１２％）

分野 5年件数目標
令和４年度末
（１年目）

令和５年度末
（２年目）

合計 ７７
３５

（４５％）
６５

（８４％）

空港 ３
０

（０％）
２

（６７％）

水道 ５
２

（４０％）
３

（６０％）

下水道 ６
１

（１７％）
２

（３３％）

道路 ７
４

（５７％）
６

（８６％）

スポーツ
施設

１０
８

（８０％）
１８

（１８０％）

文化・社会
教育施設

１０
５

（５０％）
６

（６０％）

大学施設 ５
３

（６０％）
６

（１２０％）

公園 ２
０

（０％）
２

（１００％）

MICE施設 １０
２

（２０％）
２

（２０％）

公営住宅 １０
７

（７０％）
１１

（１１０％）

クルーズ船向け
旅客ターミナル

３
１

（３３％）
３

（１００％）

公営
水力発電

３
１

（３３％）
１

（３３％）

工業用水道 ３
１

（３３％）
３

（１００％）

○５年件数目標に対する各分野の令和５年度（２年目）までの進捗は、全体で84％（５年件数目標77件に対して65件）
○10年ターゲットに対する各分野の令和５年度（２年目）までの進捗は、全体で23％（10年ターゲット575件に対して132件）

各省における具体化件数の進捗見通し（件数は累積）

〇５年件数目標 〇事業件数１０年ターゲット

具体化： ①実施契約を締結する予定の案件、②実施方針公表段階となる予定の案件のほか、③事業実施に向けて具体的な検討を行っている段階の案件。

括弧内の％は事業件数10年ターゲットに対する割合を示す。



２．重点分野における主な事業（令和５年度）

鹿児島県スポーツ・コンベンション
センター整備運営事業PFI
(R5.10 実施方針策定)

MICE施設

スポーツ施設

【鹿児島県】

大分県営明野住宅
建替事業PFI(R5.10 契約締結)

公営住宅

【大分県】

北長瀬未来ふれあい総合公園
Park-PFI+指定管理(R5.4  事業開始)

公園

【岡山県】

蒲郡市竹島水族館コンセッション(R5中 契約締結予定)
愛知県防災公園BTコンセッション(R5.10 事業者公募)
豊橋市多目的屋内施設コンセッション(R5.10 事業者公募)

文化施設

公園

スポーツ施設

【愛知県】

神奈川県箱根地区水道事業包括委託ウォーターPPP(レベル3.5)
(R5.12 契約締結)

水道

【神奈川県】

富山市総合体育館コンセッション
(R6.1 事業者公募)

スポーツ施設

【富山県】

公園

道路 道の駅「(仮称)くまがや」PFI 
(R6.3 事業開始予定)
さぎ山記念公園Park-PFI＋指定管理
(R5.10 事業者選定)

【埼玉県】

スポーツ施設 敷島公園水泳場PFI(R5.6 実施方針策定)
【群馬県】

秋田県新県立体育館PFI
(R5.10 基本計画案公表)

スポーツ施設

【秋田県】

安芸太田町道の駅「来夢とごうち」PFI
(R5.9 事業者公募)

広島県立びんご運動公園Park-PFI＋
指定管理(R5.11 事業者公募)

道路

【広島県】

公園

神戸三宮駅交通ターミナルコンセッション
(R6.1 実施方針公表)

神戸大学名谷キャンパス土地活用事業
(R5.9 事業者公募)

道路

大学施設

【兵庫県】

【長崎県】

静岡県ふじさん工業用水道事業
ウォーターPPP(レベル3.5)
(R6.1 事業者公募)

スポーツ施設

【静岡県】

浜松市総合水泳場PFI
(R5.5 事業者公募)

工業用水道

新国立競技場コンセッション(R5.7 事業者公募)
東京農工大学本部地区整備事業コンセッション
(R6.3 事業者公募予定)
東京工業大学(すずかけ台)J4棟整備運営事業PFI
(R6.2 実施方針策定予定)
東京大学図書館整備等事業PFI
(R5.9 事業者公募)
東京工業大学(西蒲田)職員宿舎整備運営事業PPP
(R5.12 事業開始)

大学施設

大学施設

大学施設

【東京都】
スポーツ施設

大学施設

東大阪市営北蛇草住宅C棟建替事業PFI
(R5.10 契約締結)

公営住宅

【大阪府】

日高村営改良住宅建替PFI
(R5.10 実施方針策定)

公営住宅
【高知県】

沖縄県マリンタウン
形成事業BTコンセッション
(R5.10 実施方針策定)

MICE施設

【沖縄県】

道路

【新潟県】

国道116号電線共同溝
PFI(R5.11 事業者公募)

道路
【岐阜県】

国道41号電線共同溝PFI
(R5.11 事業者公募)

【佐賀県】

上峰町定住促進住宅整備事業
PFI(R5.10 契約締結)

公営住宅

近鉄四日市駅バスターミナルコンセッション
運営等事業(R5.11 事業者公募)

道路

【三重県】

青森県佐井村福浦地区小水力発電所
PFI (R5.12 実施方針策定)

公営水力発電

【青森県】

長崎県川口アパート建替事業
PFI(R5.6 契約締結)

公営住宅

八代港旅客ターミナル整備

(R5.4 供用開始)

【熊本県】

山口県宇部市下水道ウォーターPPP(コンセッション）
(R5.10 実施方針素案公表)

下水道

文化施設

【山口県】

萩市浜崎伝建地区町家モデル施設運営
コンセッション(R5.10 契約締結)

クルーズ船旅客ターミナル
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分野 事業名称等 R６予算額 R５予算額 概要

空港
コンセッション方式の活用による空港経営改
革の推進

2億円 2億円
・地元自治体から要望があった場合に、運営権者の選定手続きに向けた公募
資料作成等や空港の資産調査を行うためのアドバイザー業務

水道・
下水道

上下水道一体効率化・基盤強化推進事業の
創設

30億円の内数（新規） － ・各自治体におけるウォーターPPPの導入検討に対する定額補助 等

水道 防災・安全交付金
8,707億円の内数（新規）
（基幹事業に水道を追加）

－
・各自治体におけるウォーターPPPの導入推進にあっての管路更新に係る費
用を支援

道路 道路関係予算 2兆1,183億円の内数
2兆1,183億円の

内数
・バスターミナルへのPPP/PFI導入に関する調査検討 等

スポーツ
施設

スタジアム・アリーナ改革推進事業： 1億円 0.75億円
・構想・計画段階の官民連携推進協議会等の開催支援     
・運営手法選択のための専門家による検討支援 等

体育・スポーツ施設整備（学校施設環境改善
交付金）

32億円
R5補正16億円

36億円
・自治体が整備する体育・スポーツ施設の整備を支援 
・PFIの実施に必要なアドバイザリー経費の支援

文化・社会
教育施設

文化施設サービス刷新・活動活性化等運営
改善推進支援事業

0.72億円 0.6億円
・コンセッションを活用した運営充実に必要な、専門家による伴走支援、導入検
討調査等への支援

社会教育デジタル活用等推進事業 0.49億円 0.49億円
・PPP/PFI等の活用、デジタル環境の整備や効果的な活用に必要な、専門家
派遣、導入検討調査等への支援

大学施設
国立大学法人等における共創拠点の実現を
目指したPF I ・コンセッション事業の推進

0.2億円 0.13億円
・共創拠点の実現を目指したコンセッション事業の検討を行う国立大学法人等
に対して、導入可能性調査の実施経費等を支援

公園

国営公園等事業調査 9億円の内数 4億円の内数 ・モデルとなる国営公園でのコンセッション導入へ向けた検討

都市公園・
緑地等事業 

社会資本整備総合交付金 5,065億円の内数 5,492億円の内数 ・地方公共団体の都市公園について、公園全体での民間活用の拡大に向け、
調査から整備まで一貫して支援防災・安全交付金 8,707億円の内数 8,515億円の内数

MICE施設
MICE施設へのコンセッション方式導入に向
けた調査事業

9億円の内数 2億円の内数
・コンセッション方式導入の促進のための自治体へのコンサルタント派遣を通じ
た調査支援等

公営住宅
PPP/PFIを活用した公的賃貸住宅団地の再生・福
祉拠点化の推進（地域居住機能再生推進事業）

250億円の内数 355億円の内数
・大規模な公的賃貸住宅団地の連鎖的な建替えに際し、PFI等の民間活用を
行うことにより、地域全体の居住機能を再生する事業

クルーズ船向け
旅客ターミナル

国際クルーズ旅客受入機能高度化事業
1.8億円

R5補正0.2億円
2億円

・クルーズ旅客の利便性や安全性の向上等を図り、クルーズ旅客の受入環境
改善を行う事業への補助

クルーズ等訪日旅客の受入促進事業
1.2億円

R5補正0.52億円
0億円

・クルーズ船の受入体制の構築やクルーズ旅客等の満足度向上と地域経済
効果の創出に資する事業への補助

公営水力発電 水力発電の導入加速化事業 16億円 16億円 ・民間事業者等による水力発電の開発に係る諸調査等

工業用
水道

工業用水道事業費
20億円の内数

（拡充：ウォーターPPPを
補助対象に追加）

20億円の内数 ・ウォーターPPPをはじめとする多様なPPP/PFIの導入検討に対する定額補助

３．令和６年度当初予算案（代表的なもの）
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